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例：R3.5.1から新しい健康保険に加入

□

例：R3.5.1から新しい健康保険に加入したが、R3.5.10に市国保の保険証を使用した場合

新しい健康保険

⇒資格喪失後受診

□
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市国保以外の健康保険（全国健康保険協会、各種国保組合、他市町村の国保等）に加入する
と、その保険の資格取得日から市国保の保険証は使用できません。

市国保資格喪失後に、市国保の保険証を使用すると、医療費の一部を那珂川市に返還していた
だく必要があります。

那珂川市国保 新しい健康保険
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那珂川市国保

返還に際し、別紙に同意いただける場合は、基本的に本人（被保険者）様への請求は行わず、市
国保と新しい健康保険で調整を行います。

　那珂川市国民健康保険（以下「市国保」）の資格喪失後受診に関する返還について

【医療費返還の流れ（同意有の場合）】

本人様　⇒　市国保への返還

不要

必要
（後日、市から通知文と納付書を送付します）

本人様　⇒　新しい健康保険への請求

不要

必要

【医療費返還の流れ（同意無の場合）】

同意書への記入

　『有』　の場合

　『無』　の場合

④返還請求
（保険者負担分）

⑤返還請求分の支払（保険者負担分）

⑦返還分の支払い

⑥返還分の請求

①受診
【一部負担金（2割または3割）の支払い】

那珂川市
国保

③医療費支払（保険者負担分）

②医療費請求
（保険者負担分）

被保険者

医療機関

新しい
健康保険

医療機関

③医療費支払（保険者負担分）

④同意に基づき保険者間で調整実施 新しい
健康保険

那珂川市
国保

①受診
【一部負担金（2割または3割）の支払い】

②医療費請求
（保険者負担分）

被保険者
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例：R3.5.1から新しい健康保険に加入

□

新しい健康保険

⇒資格喪失後受診

□

□

市国保資格喪失後に、市国保の保険証を使用すると、医療費の一部を那珂川市に返還していた
だく必要があります。

　那珂川市国民健康保険（以下「市国保」）の資格喪失後受診に関する返還について

市国保以外の健康保険（各種健康保険組合、共済組合等）に加入すると、その保険の資格取得
日から市国保の保険証は使用できません。

那珂川市国保 新しい健康保険
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例：R3.5.1から新しい健康保険に加入したが、R3.5.10に市国保の保険証を使用した場合

【医療費返還の流れ】

那珂川市国保

5/1 5/10

返還が発生した場合、対象の方には通知文と納付書を発送いたします。

那珂川市に返還していただいた後、本人（被保険者）様ご自身で、新しい健康保険
宛に請求していただく必要があります。

④返還請求
（保険者負担分）

⑤返還請求分の支払（保険者負担分）

⑦返還分の支払い

⑥返還分の請求

①受診
【一部負担金（2割または3割）の支払い】

那珂川市
国保

③医療費支払（保険者負担分）

②医療費請求
（保険者負担分）

被保険者

医療機関

新しい
健康保険
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